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​ＤＩＢＦレフェリー制度および​
​ワールドレフリークリニック申請手続きについて​

​（お知らせ）​

​日本デフバスケットボール協会（ＪＤＢＡ）では、国際デフバスケットボール連盟（ＤＩＢ​
​Ｆ）が実施するレフェリー育成およびライセンス制度に関し、日本国内における申請手続き​
​および運用方針を以下のとおり定めます。​

​これまで、ＪＤＢＡを通さずにＤＩＢＦへ直接連絡や申込が行われた事例が確認されてお​
​り、ＤＩＢＦおよび各国連盟との情報共有や調整に支障を来す場合がありました。​

​そのため、今後の混乱防止および運用の明確化を目的として、本協会における申請手続きを​
​明確に定めます。​

​本制度は、ＤＩＢＦが国際バスケットボール連盟（ＦＩＢＡ）および各国デフバスケット​
​ボール連盟と連携し、国際大会で活躍できるデフバスケットボール審判員（以下「レフェ​
​リー」）の育成や認定を目的として実施されているものです。​

​１．ＤＩＢＦレフェリーライセンス制度について​
​Ｄ​​Ｉ​​Ｂ​​Ｆ​​の​​レ​​フェ​​リー​​ラ​​イ​​セ​​ン​​ス​​は​​４​​年​​周​​期​​で​​発​​行​​さ​​れ、​​有​​効​​期​​間​​は​ ​毎​​年​​９​​月​​１​​日​​か​​ら​​８​
​月３１日まで とされています。​
​＜競技区分＞​
​ＤＩＢＦレフェリーライセンスは、以下の競技区分により分類されます。​
​・５人制レフェリー​
​・３ｘ３レフェリー​
​・５人制および３ｘ３両区分対応レフェリー​
​※本協会では、競技規則および国際基準に基づき、「３ｘ３（スリー・エックス・ス​
​リー）」の表記を使用します。３ｘ３（スリー・エックス・スリー）とは、ＦＩＢＡが定め​
​た世界統一ルールに基づく３人制バスケットボール競技を指します。​
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​２．ライセンス区分（ＤＩＢＦ）​
​・Ａライセンス（Ｇｏｌｄ）​
​デフリンピックおよび世界選手権（男女）を担当​
​地域選手権、ユース選手権等での複数大会の担当実績が必要​
​・Ｂライセンス（Ｓｌｉｖｅｒ）​
​地域選手権、ユース選手権、クラブチームによる国際大会等を担当​
​国際経験を積むためのエントリーレベルライセンス​

​３．ライセンス取得要件​
​ＤＩＢＦレフェリーライセンス取得にあたっては、以下の要件をすべて満たす必要がありま​
​す。​
​・各国のデフバスケットボール連盟からの推薦を受けること​
​・ＤＩＢＦレフェリー育成プログラムを修了すること​
​・理論試験、フィットネス、メディカルチェックに合格すること​
​・ＦＩＢＡ認定インストラクターによる実技評価を受けること​
​・国際手話テストに合格すること​
​・高い専門性および倫理観を維持すること​

​４．日本における申請手続きについて（最重要）​
​ＤＩＢＦの規定により、すべての申請は、各国のデフバスケットボール連盟を通じて提出す​
​る必要があります。また、本件については、ＤＩＢＦ側においても、各国連盟を通じた申請​
​手続きを徹底する必要性が認識されており、運用の統一および混乱防止の観点から整理が求​
​められている事項です。これを踏まえ、日本においては以下を必須条件とします。​
​・日本デフバスケットボール協会（ＪＤＢＡ）の会員であること​
​・ＪＤＢＡを通じて、ＤＩＢＦへ申請を行うこと​
​・ワールドレフェリークリニックおよびＤＩＢＦレフェリーライセンスに関するすべての申​
​請、連絡、調整は、原則としてＪＤＢＡが公式窓口となります。​

​５．注意事項（遵守事項）​
​ＪＤＢＡを通さずに行われた申請や連絡については、協会として把握や対応できない場合が​
​あります。また、協会の定める手続きに反して行われた行為が確認された場合には、処分等​
​の対応を検討することがあります。​

​６．規程との関係について​
​本件に関する対応は、当協会の定款および処分手続規程に基づき行われます。​

​７．お問い合わせ先​
​本件に関するお問い合わせは、日本デフバスケットボール協会（ＪＤＢＡ）事務局および育​
​成委員会 審判部会までお願いいたします。​


